
次期(2026～2027年度)委員の委嘱と委員長・副委員長の互選

・現時点で再任不可が確定していない委員は、全員再任されるものとする。

・再任される委員が「民間規格等の審議に係る要領」第４項に定める委員選定のカテゴリ(属性)を
満足していることを確認のうえ、委員長及び副委員長の互選を行う。
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